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JSG ニュースレター 

COVID-19 予防対策に伴う 

法務対応に関する最新情報 

【連載第 8 回】台湾政府・企業の労働者に 

対する支援事項 

 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

台湾国内では新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染拡大が続き、多く

の産業に深刻な影響を及ぼしています。そこで、労働法令の理解·確認に努め、効果

的な危機対策、労働紛争の防止に積極的に取り込む企業を支援するために、德勤

商務法律事務所は、《コロナ禍における労働法令に関してよくある企業からのご質問

10 個》を連載企画としてまとめました。第８回となる今回は「台湾政府・企業の労働

者に対する支援事項」を解説いたします。 

 

新型コロナウィルス感染症による国内労働市場への影響に対応するため、台湾政

府が公表した労働者への助成・支援に関する措置は、以下のとおりです。これらの助

成金はいずれも、政府機関から支給される同様の性質の助成金、補助金または給付

金との併給はできません。 

 

1．安心就業計画 

就業保険加入者であって、勤務時間が削減された労働者は、勤務時間削減

の実施期間が 30日以上で、地方労工保険主管機関への対象者名簿の届出が
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なされている場合、勤務時間の削減が実施されて 30日後の翌日から 90日以内

に、勤務先の所在地管轄の労働力発展署・支署に「安心就業計画」を申請し、

政府から助成金を受給することができます。支給は、1 人 1 か月最大 10,900

元、最長 24 か月とされています。 

 

2．パートタイム労働者への生活支援金 

2021年 4月 30日時点で就業保険に加入済みのものであって、標準報酬月

額が 23,100 元以下のパートタイム労働者を対象に 1 万元の生活支援金が支

給されます。申請受付期間は、2021 年 6 月 28 日から 8 月 31 日までとされて

います。 

 

3．充電再出発のための訓練計画 

台湾政府は、通常勤務時間の一時削減による時間を活用した教育訓練講座

の受講を奨励しており、労働者は、事業体や支署が主催する、または支署の委託

により開催される職業訓練講座に無料で参加でき、実際の受講時間数に応じ教

育訓練の手当を受給することができます。一方、職業訓練講座を行う事業体にも

給付金が支給されます。給付対象費用は、講師料、外部講師の交通費、教材

費・事務用品費、スタッフ人件費、会場代等とされています。 

 

また、当面、多くの企業で行われている抗原検査については、衛生福利部疾病管

制署が公表した《企業が SARS-CoV-2 抗原検出用キットを使用して検査を実施す

る際の注意事項》（中国語：企業使用SARS-CoV-2快速抗原檢驗測試注意事

項）に注意し、「抗原検査計画の適切な準備」「適切な専門医療従事者による検体

採取・手順・結果判読」「採取にあたっての従業員の同意の取得および関連詳細情

報の告知」「個人情報の利用が感染防止のために必要な範囲に限られること」等のポ

イントを遵守しなければなりません。そのほか、従業員が抗原検査を受け、陽性と判明

したときには、更に関連する届出および検査、隔離措置等を行う必要があるので、ご注

意ください。 
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日商組新聞稿 

防疫法律快遞 

【系列 8】國家與企業協助勞工事項 

 

 

 

今年新冠肺炎（Covid-19）本土疫情逐步衝擊臺灣各產業領域，為協助

企業積極了解與確認勞動法令，有效因應危機且預防紛爭，德勤商務法律團

隊彙整規畫《疫情下企業常見的十項勞動法令問題》，今日推出【系列 8】

國家與企業協助勞工事項。後續將陸續提出其他勞動法令問題供企業參考。 

 

為因應嚴重特殊傳染性肺炎對國內就業市場造成之衝擊，政府發布下列

補助及協助勞工之相關措施，相關補助均限制不得重複領取政府機關相同性

質之補助、補貼或津貼： 

1. 安心就業計畫 

針對參加就業保險並經減班休息之勞工，如其減班休息實施期間為 30日

以上，並經列冊通報地方勞工主管機關，即得於實施減班休息每滿30日

之次日起 90 日內，向工作所在地勞動力發展署分署申請「安心就業計

畫」領取政府補貼。每人每月最高發給 10,900 元，最高補助 24 個月。 

2. 部分工時受僱勞工生活補貼 

針對 110 年 4 月 30 日已參加就業保險，且月投保薪資 23,100 元以下

之部分工時勞工，發給 1 萬元生活補貼。受理請領期間自 110 年 6 月

28 日起至 8 月 31 日止。以上 
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3.充電再出發訓練計畫 

政府亦鼓勵勞工利用暫時減少正常工時時段，參加訓練課程，勞工得免

費參加事業單位辦理、分署自辦或委辦之職業訓練課程，並得依實際參

訓時數領取補助訓練津貼。事業單位辦理之職業訓練課程亦有補助，補

助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人

員費、場地費等。 

 

而近來有諸多企業開始進行抗原快篩，須注意並遵守衛福部疾管署發布

之《企業使用 SARS-CoV-2 快速抗原檢驗測試注意事項 》。其中重點包含

企業應備妥抗原快篩計畫，須由合適專業醫事人員執行採檢、操作、結果判

讀，於採檢時應徵得員工同意並充分告知相關資訊、個人資料之利用限於防

疫目的必要範圍。如員工快篩陽性時，須進行相關通報流程及檢測、隔離措

施等。 
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